
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
総
長
選
考
規
程

（
平
成
十
六
年
五
月
十
九
日
総
長
選
考
会
議
決
定
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う

）
の
総
長
の
選
考
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。

（
選
考
の
時
期
）

第
二
条

総
長
選
考
会
議
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
、
総
長
候
補
者
を
選
考
す
る
。

一

総
長
の
任
期
が
満
了
す
る
と
き

二

総
長
が
辞
任
す
る
と
き

三

総
長
が
欠
け
た
と
き

２

総
長
選
考
会
議
が
総
長
候
補
者
の
選
考
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
選
考
日
程
を
示
し
て
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
。

（
適
任
者
の
推
薦
）

第
三
条

総
長
選
考
会
議
は
、
総
長
候
補
者
の
選
考
に
当
た
り
、
教
育
研
究
評
議
会
に
対
し
て
、
適
任
者
十
名
程
度
の
推
薦
を
求
め
る
。

（
総
長
選
考
会
議
に
お
け
る
第
一
次
選
考
）

第
四
条

総
長
選
考
会
議
は
、
第
一
次
総
長
候
補
者
を
定
め
る
た
め
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
第
一
次
選
考
を
行
う
。

２

選
考
の
方
法
は
、
総
長
選
考
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

総
長
選
考
会
議
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
推
薦
者
の
ほ
か
に
、
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
日
々
雇
用
教
職
員
及
び
時
間
雇
用
教
職
員
を
除
く

）
以
外

。

の
者
（
次
項
に
お
い
て

「
学
外
者
」
と
い
う

）
を
第
一
項
の
選
考
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

。

４

第
一
次
総
長
候
補
者
は
、
総
長
選
考
会
議
の
定
め
る
者
六
名
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
外
者
は
、
二
名
以
内
と
す
る
。

（
学
内
意
向
投
票
）

第
五
条

総
長
選
考
会
議
は
、
学
内
の
意
向
を
調
査
す
る
た
め
、
第
一
次
総
長
候
補
者
に
つ
い
て
、
投
票
資
格
を
有
す
る
者
に
単
記
に
よ
る
投
票
（
以
下
「
学
内
意

向
投
票
」
と
い
う

）
を
行
わ
せ
る
。

。

２

総
長
選
考
会
議
は
、
前
項
の
投
票
に
お
い
て
、
得
票
過
半
数
の
者
が
な
い
と
き
は
、
得
票
多
数
の
者
二
名
に
つ
い
て
、
決
選
投
票
を
行
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
前

項
の
投
票
に
お
い
て
、
得
票
同
数
の
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
決
選
投
票
を
行
う
べ
き
者
が
二
名
を
超
え
る
と
き
は
、
年
長
者
を
先
順
位
と
す
る
。

３

学
内
意
向
投
票
に
関
す
る
事
務
は
、
総
長
選
考
会
議
の
委
任
に
基
づ
き
教
育
研
究
評
議
会
が
管
理
す
る
。

（
投
票
資
格
）

第
六
条

学
内
意
向
投
票
（
決
選
投
票
を
含
む

）
の
投
票
資
格
を
有
す
る
者
は
、
投
票
通
告
の
日
に
お
い
て
理
事
で
あ
る
者
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
日
々

。

雇
用
教
職
員
及
び
時
間
雇
用
教
職
員
を
除
く

）
と
す
る
。

。

一

教
授
、
助
教
授
又
は
講
師

二

事
務
職
員
、
技
術
職
員
又
は
教
務
職
員
の
う
ち
課
長
補
佐
相
当
職
以
上
の
者
と
し
て
別
に
定
め
る
も
の

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
投
票
日
ま
で
に
退
職
し
た
と
き
、
そ
の
他
投
票
資
格
の
基
礎
と
な
る
身
分
を
有
し
な
い
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
。

（
投
票
通
告
）

第
七
条

総
長
選
考
会
議
は
、
教
育
研
究
評
議
会
と
の
協
議
の
う
え
学
内
意
向
投
票
の
実
施
の
期
日
を
定
め
、
投
票
資
格
を
有
す
る
者
に
通
告
す
る
。

２

前
項
の
通
告
は
、
第
二
条
第
一
号
に
よ
る
場
合
に
は
総
長
の
任
期
が
満
了
す
る
日
の
四
十
五
日
前
ま
で
に
、
同
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
る
場
合
に
は
で
き



る
だ
け
速
や
か
に
行
う
。

（
投
票
の
方
法
）

第
八
条

投
票
は
、
一
人
一
票
の
無
記
名
投
票
と
す
る
。

２

投
票
は
、
投
票
所
に
お
い
て
行
う
。

３

投
票
所
に
、
投
票
管
理
者
を
置
く
。

４

代
理
投
票
及
び
不
在
投
票
は
認
め
な
い
。

（
開
票
）

第
九
条

開
票
は
、
開
票
所
に
お
い
て
行
う
。

２

開
票
所
に
、
開
票
管
理
者
を
置
く
。

３

開
票
の
立
会
は
、
教
育
研
究
評
議
会
が
選
出
す
る
者
四
名
を
も
っ
て
行
う
。

（
被
選
挙
資
格
者
名
簿
等
）

第
十
条

総
長
選
考
会
議
は
、
学
内
意
向
投
票
（
決
選
投
票
を
除
く

）
に
際
し
て
候
補
者
の
名
簿
及
び
略
歴
そ
の
他
の
情
報
を
投
票
資
格
を
有
す
る
者
に
提
示
す

。

る
。

２

総
長
選
考
会
議
は
、
決
選
投
票
に
際
し
て
候
補
者
の
名
簿
を
投
票
資
格
を
有
す
る
者
に
提
示
す
る
。

３

第
一
次
総
長
候
補
者
の
名
簿
は
五
十
音
順
に
、
そ
の
他
の
名
簿
は
得
票
順
に
記
載
す
る
。

（
総
長
選
考
会
議
委
員
等
が
候
補
者
と
な
っ
た
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条

総
長
選
考
会
議
委
員
が
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
総
長
選
考
会
議
委
員
の
資
格
を
失
う
も
の
と
し
、
直
ち
に
補
欠
の
委
員
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
が
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
学
内
意
向
投
票
の
事
務
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
長
選
考
会
議
に
お
け
る
第
二
次
選
考
）

第
十
二
条

総
長
選
考
会
議
は
、
学
内
意
向
投
票
の
投
票
結
果
を
基
礎
に
、
総
長
候
補
者
を
選
考
す
る
。

（
再
投
票
）

第
十
三
条

総
長
選
考
会
議
が
選
考
し
た
候
補
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
総
長
選
考
会
議
の
承
認
を
得
て
選
考
を
辞
退
し
た
と
き
は
、
第
一
次
総
長
候
補
者

中
そ
の
者
を
除
い
た
候
補
者
に
つ
い
て
、
再
度
、
学
内
意
向
投
票
を
行
う
。

（
雑
則
）

第
十
四
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
選
考
会
議
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。


